
機密性2

基発 0329第 14号

平成 25年3月 29日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

労働基準局報告例規の一部改正について

標記について、的確な行政効果の把握に資するため、下記のとおり改正を行

い平成 25年4月 1日より適用することとしたので、その取扱いについて遺漏な

きを期されたい。

記

1 I労働基準局報告例規一覧」の改正

「労働基準局報告例規一覧」の一部を次のとおり改める。

(1) 12. 計画課関係」を次のとおり改める。

ア 1(1)定期報告」の表を削る。

イ 1(2)随時報告」を「随時報告」に改める。

(2) 13. 安全課関係」を次のとおり改める。

ア 1(1)定期報告JI安 402Jの欄を削り、「安衛 403Jの欄から「安衛 408J

までの欄を繰り上げる。

イ 1(2)随時報告JI安衛 505Jの欄「報告すべき場合」の項中「技能講習

手数料の納付があった場合」を「技能講習手数料又は個別検定手数料の

納付があった場合」に改める。

(3) 14. 労働衛生関係Jを次のとおり改める。

1(1)定期報告」を「定期報告」に改める。

(4) 17.企画課関係」を次のとおり改める。

ア 17.企画課関係」を 17.労働条件政策課関係」に改める。

イ「随時報告JI報告番号」の項中、「企 506J を「政 506Jに改める。

(5) 18. 勤労者生活課関係」を次のとおり改める。

ア 18. 勤労者生活課関係」を 18. 労働条件政策課賃金時間室関係」

に改める。

イ 1(1)定期報告JI報告番号」の項中「勤 403J を「賃 403J に改める。
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ウ 1(2)随時報告J1報告番号」の項中「勤 501Jを「賃 501Jに、「勤 503J

を「賃 503Jに、「勤 506Jを「賃 506Jに改める。

エ 1(2)随時報告J1勤 506Jの欄「報告すべき場合」の項 12.資料の報

告Jの 1(1) J文中「勤 503Jを「賃 503Jに改める。

2 1監402Jの改正

「監402 監督指導業務及び措置状況報告(その 2) 関係行政機関等との

相互通報制度等の運用状況」を別紙 1のとおり改める。

3 1監405Jの改正

「監405 許可及び認定等件数調」の「許可J1安衛65条」の欄「根拠条文」

「規則」の項中「測定基準2条、 10条、 13条」を「粉じん則 26条、測定基

準 10条、 13条」に改める。

4 1計401Jの廃止

「言十401 労災防止指導員活動状況報告」及び「計401 労災防止指導員活

動状況報告 システム報告要領」を削る。

5 1安 402Jの廃止

「安 402 特定機械等設置状況報告(そのー)J、「安 402 特定機械等設置

状況報告(その二)J、「安402 特定機械等設置状況報告(その三)J、「安40

2 (そのー) 記載要領」、「安402(その二) 記載要領J、「安 402(その三)

記載要領」及び「安 402 特定機械等設置状況報告 システム報告要領」を削

る。

6 1安衛407Jの改正

「安衛407 計画の届出審査結果報告 システム報告要領」を別紙2のとお

り改める。

7 1安衛408Jの改正

「安衛408 手数料収入印紙ちょう用実績報告」の一部を次のとおり改める。

(1) 1安衛408 手数料収入印紙ちょう用実績報告(そのー)の(1)J、「安

衛 408 手数料収ス印紙ちょう用実績報告(そのー)の(2 ) J、「安衛408

手数料収入印紙ちょう用実績報告(そのー)の(3 ) J、「安衛 408 手数

料収入印紙ちょう用実績報告(そのー)の (4)J及び「安衛 408 手数

料収入印紙ちょう用実績報告(そのー)の(5 ) Jを削る。
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( 2) 1安衛408 手数料収入印紙ちょう用実績報告(その一)の(7)JのI(ホ)

検査証再交付及び書替手数料」の表を背IJり、 1(へ)許可、登録申請手数料、

登録免許税Jの表の表題中「許可、」を削り、同表の「特定機械等の製造

許可」の欄を削り、「登録」の欄の「単価」の項の右端に「円」を加える。

( 3) 1安衛408 手数料収入印紙ちょう用実績報告(その二)Jの 1(イ)登

録免許税等(作業環境測定法第 32条)J及び 1(ロ)登録免許税等」の表

の「登録」の項中「単価」を「登録免許税単価」に、「登録証再交付書換」

の項中「単価」を「手数料単価」に改め、1(ロ)登録免許税等」の表中

「作業環境測定機関Jに係る欄の次に次の一欄を加える。

ト子情一
(4) 1安衛 408 手数料収入印紙ちょう用実績報告 システム報告要領」を

別紙3のとおりとする。

8 1安衛補 501Jの改正

(1) 12.速報」の文中「電話、電報又は速達等により、次の項目について

速やかに報告すること。」を「報告様式(安衛補 501重大災害報告(速報)) 

を添付の上、電子メーノレにより安全衛生前安全課あ

・・圃報告すること。」と改め、(1)から(6 )を削る。

( 2 )報告様式(安衛補 501重大災害報告(速報))を別紙4のとおりとする。

9 1安衛 505Jの改正

「安衛 505 手数料収入印紙ちょう用実績報告の(2) Jの次に別紙5 (安

衛 505 手数料収入印紙ちょう用実績報告の(3 ))を追加する。

10 1衛 406Jの改正

「衛406 健康管理手帳交付状況報告」を別紙6のとおり改める。

11 1補 404Jの改正

「補404 社会復帰促進等事業利用状況報告Jの一部を次のとおり改める。

(1) 1補 404 社会復帰促進等事業利用状況報告」の 11 義肢等補装具の

購入・修理費用、採型指導料及び症状照会回答料の支給状況」の表「支

給項目」の項中 1(ll)車いすJを 1(ll)車椅子」に、 1(12)電動車い

す」を 1(12)電動車椅子」に、 1(19)祷渚予防用敷ふとん」を 1(19)

床ずれ防止用敷ふとん」に改める。
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( 2) r補404 記載要領Jr 1 義肢等補装具の購入・修理費用、採型指導料

及び症状照会回答料の支給状況」の r(7)修理の費用」の文中「車いす」

を「車椅子」に改める。

12 r補 405Jの改正

「補405 中小事業主等特別加入状況報告Jの一部を次のとおり改める。

(1) r補 405 中小事業主等特別加入状況報告」の rA 中小事業主等」の

表「業種」の項中 r12 定置網漁業又は海面漁業養殖業」を r12 定置

網漁業又は海面魚類養殖業」に、 r21 金属、非金属又は石灰鉱業」を r21

金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業」に、 r35 建設事業」を r35 建築

事業」に、 r38 既設建設物設備工事業」を r38 既設建築物設備工事業J

に、 r95 農業または海面漁業以外の漁業」を r95 農業又は海面漁業以

外の漁業Jに、 r9501 農業」を r9501 土地の耕作又は植物の栽植、栽

培若しくは採取の事業その他の農業」に改める。

( 2) r補 405 中小事業主等特別加入状況報告」の rA 中小事業主等」の

表「業種」の項中 r9501 土地の耕作又は植物の栽植、栽培若しくは採

取の事業その他の農業」に係る欄の次に次のー欄を加える。

9502 動物の飼育若しくは畜産の事業 I， ， I 
I ( ) I ( ) 

又は養蚕の事業 ¥ 

( 3) r補405 記載要領Jr 1 r中小事業等の特別加入状況JJの(3 )の

文中 rr95 農業又は海面漁業以外の漁業」のうち r9501農業」欄には、

r9501土地の耕作又は植物の栽植、栽培若しくは採取の事業その他の農

業」に該当する事業主及び家族従事者の数を、また、」及び「それぞれ」

を削る。

13 r勤403Jの改正

「勤 403 最低賃金減額特例許可人員等調」の一部を次のとおり改める。

(1) r勤 403 最低賃金減額特例許可人員等調」及び「勤 403 最低賃金減

額特例許可人員等調 システム報告要領」中「勤 403Jを「賃 403Jに改

める。

( 2) r勤 403 最低賃金減額特例許可人員等調 システム報告要領」の rrr

留意事項」の r4報告の実施j の項中「勤労者生活課」を「労働条件政

策課賃金時間室」に改める。
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14 r勤 501Jの改正

「勤 501 地方最低賃金審議会委員任命報告J中「勤 501Jを「賃 501J

に改め、同報告様式を別紙7のとおりとする。

15 r勤 503Jの改正

(1) r勤 503 地方最低賃金審議会審議状況等報告(諮問・答申用)J中「勤

503Jを「賃 503Jに改める。

(2) r勤 503 地方最低賃金審議会審議状況等報告(異議申出用)J中「勤

503Jを「賃 503Jに改める。

( 3) r勤 503 地方最低賃金審議会審議状況等報告J中「勤 503Jを「賃 503J

に改める。

16 r勤 506Jの改正

「勤 506 賃金等に関する情報及び資料の収集報告J中「勤 506Jを「賃

506Jに改める。



監402 監督指導業務及び措置状況等報告 巨亙己
平成年 1月-12月分

(その 2)関係行政機関等との相互通報制度等の運用状況 労働局

件三
地方運輸機関 建設行政機関 職業安定行政

般乗用旅客自
賃金不一般乗用旅客 貨物自動車 動車運送事業 警察機関 出入国管理機関 労基法 派 遺 障害者である

自動車運送業 運送事業 以外の旅客自動
等違反

払
労働者 労働者(ハイヤー，タクシー} (トラック) 車運送事業 立替払勧告

(パス)

提通

行った件数
供報 (A) 

等文
( ) I ( 
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状情 受けた件数
(B) 

況報

処 (A)について関係
行政機関から回
報のあった件数

理

)I( ) I ( ) I ( ) I ( ) 

状

(B)について監督
機関が処理した

況 件 数

)I( ) I ( ) I ( ) I ( ) I ( ) I ( ) I ( 



巨亙ヨ

システム報告要領計画の届出審査結果報告安衛 407

→ → 13 夏最ru:.:.
(そのー)
(その二)の(1)
(そのこ)の(2)
(その三)の(1) 
(その三)の(2)

→ 
E 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

操作手順

操
作
の
流
れ

(1)職員ポークノレから、[業務メニューポー

トレット]ー[基準]ー[事業場リス

ト・統計 ・報告]ー[報告例規(定期

報告)Jを選択する。

操作の開始

..-

.........・
.~ 

'帽 強主主コ

.. 
H ・，'U'刷 酌

一 ー

(1) [定期報告ー検索/一覧]画面が表示

される。

※[局署]には自局箸(本省の場合は空

白)が表示される。

(2) [定期報告検索/一覧]画面で [新

規作成]ボタンをクリックする。

4幽.. 

報告の集計・作成

健.，‘"
問帽同 区宮古同 時間

局 ・「ーヨ「一一ーー寸5.... r一一一一~

・・・.r一一一一一一一一一一一一一

同 町 山叫

2 

ヨ

2u  

百雷... 宮.・E画

(3) [定期報告一作成]画面が表示される。

※[局署]には自局署(本省の場合は空

白)が表示される。

(4)[報告例規]コンボボックスから「安

全課関係J、[報告帳票]コンボボック

スから該当する帳襲名を選択する。

[選択]ボタンをクリッタする。

4圃..，&0 .， f" ，." ..1.一
明 山 町叩

作風象偶

蹄時【同 陣夜ヨ同 時剛

貧 弱 .----3 1一一一~

H管 制局 「一一ー一一一一~

1・・陸軍I 
(心

[報告帳票]コンボボックスの選択内

容により、 r2.IJ - r2.5Jへ処理が継

続される。

(5) 

※ 

二空回1II 



2. 1 r計画の届出審査結果報告 (そのー)Jの作成
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(1)定期報告画面が表示される。

※本画面の表示については、 r2報告の

集計作成Jを参照固

(2)署計作成の場合

① [集計]ボタ J をクリックする。

②計画の届出審査結果情報管理機能を

使用している場合のみ、各項目に集

計結果が自動表示される。

※問機能については「 日留意事項」

の r2報告の集計 ・作成」を参照。

③必要に応じて画面内の各項目に入力

を行う。

(3)局計、全国計作成の場合

①[実績集計]ボタンをクリックする。

<?:集計結果が表示される。

③必要に応じて画面内の各項目の入力、

訂正を行う。

※全国計作成の場合は、[備考]のみ

入力することができる。

(4) [登録]ボタンをクリッタする。

(5) [終了]ボタンをクリックして操作を

終了する。

2.2 r計画の届出審査結果報告 (そのこ)の(1)Jの作成
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(1)定期報告画面が表示される。

※本画面の表示については、 r2報告の

集計 ・作成Jを参照。

(2)署計作成の場合

①[集計]ボタンをクリックする.

②計画の届出審査結果情報管理機能を

使用している場合のみ、各項目に集

計結果が自動表示される。

※問機能については rn留意事項」

の r2報告の集計 ・作成Jを参照。

③必要に応じて画面内の各項目に入力

を行う。

(3)局計、全国計作成の場合

①[実績集計]ボタンをクリックする。

②集計結果が表示される。

③必要に応じて画面内の各項目の入力、

訂正を行う。

※全国計作成の場合は、[備考]のみ

入力するこ とができる。

(4)[登録]ボタンをクロックする。

(5) [終了]ボタンをクリ ック して』操作を

終了する。



2. 3 r計画の届出審査結果報告 (そのニ)の(2)Jの作成
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(1)定期報告画面が表示される。

※本画面の表示については、 r2報告の

集計 ・作成」を参照。

(2)署計作成の場合

①[集計]ボタンをクリックする。

②計画の届出審査結果情報管理機能を

使用している場合のみ、各項目に集

計結果が自動表示される。

※問機能については ru留意事項J

の r2報告の集計 ・作成」を参照。

③必要に応じて画面内の各項目に入力

を行う。

(3)局計、全国計作成の場合

①[実績集計]ボタンをクリックする。

②集計結果が表示される。

③必要に応じて画面内の各項目の入力、

訂正を行う。

※全図書十作成の場合は、[備考]のみ

入力することができる。

(4)[登録]ボタンをクリックする。

(5) [終了]ボタンをクリシクして操作を

終了する。

2.4 r計画の届出審査結果報告 (その三)の(1)Jの作成

吋 山 崎町叩

".・ 1受 付・・ I 史M.lU!-e==J 元周司..
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同事曹司".白vlHI
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(6) 

(1)定期報告画面が表示される。

※本画面の表示については、 r2報告の

集計 ・作成Jを参照。

(2)署計作成の場合は[集計]ボタンを、

局計作成の場合は[実績m軒]ボタン

をクリックする。

※(その三)の(1)に限り、箸において

は、[集計]ボタンをクリシクする前

に、必ず計画の届出審査結果情報管

理機能を活用して、集計に必要な情

報を登録しておく必要がある。問機

能を活用した新規登録、蓄量照、更新、

削除については、 r~IJ紙 l 計画の届

出審査結果情報管理機能を活用した

登録等」を参照すること。

(3)集計結果が表示される。

(4)局計作成の場合のみ、必要に応じて一

覧情報の追加 ・削除等を行う。

※ 覧情報の追加、削除については

r2. 4. IJ r2. 4. 2Jを参照。

(5) [登録]ボタンをクリックする。

(6) [終了]ボタンをクリックして繰作を

終了する。



2.4.1 一覧情報の追加
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2.4.2 一覧情報の削除
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(1)定期報告画面のメニューパーから[デ

ータ]ー [新規追加]を選択する。

(2) [安衛 407 計画の届出審査結果報告

(その三)の(1)ー追加]画面が表示さ

れる。

(3)必要な項目を入力し、[迫力日]ボタンを

クリックする。

(4)[安衛 407 計画の扇出審査結呆報告

(その三)の(l)]画面の 覧上に追加

される。

※[終了]ボタンをク リックするまで

最大 100件連続で情報を追加するこ

とができる。

※ 局による一覧情報の追加であり、箸に

おいては r~rJ紙 l 計画の届出審査結

果情報管理機能を活用した登録等」を

参照のこと。

(l)定期報告画面の一覧で削除したい情報

を選択する。

(2) メニューパーから[データ]- [削除]

を選択する。

(3)確認メッセージで[はい]を選択する。

(4)[安衛 407 計画の届出審査結果報告

(その三)の(1)]画商の一覧から削除

される。

※ 局による一覧情報の削除であり、署に

おいては「別紙 l 計画の届出審査結

果情報管理機能を活用した登録等」を

参照のこと固



2.5 r計画の届出審査結果報告 (その三)の(2)Jの作成
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3 報告の更新
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(1)定期報告画面が表示される。

※本画面の表示については、 r2報告の

作成Jを参照。

(2)署計作成の場合

①[集計]ボタンをクリッタする。

②計画の届出審査結果情報管製機能を

使用している場合のみ、各項目に集

計結果が自動表示される。

※問機能については「 日留意事項」

の r2報告の集計 ・作成」を参照。

③必要に応じて闘函内の各項目に入力

を行う。

(3)局計、全図書十作成の場合

①[実績集計]ボタンをクリックする。

②集計結果が表示される。

③必要に応じて画面内の各項目の入力、

訂正を行う。

※全国計作成の場合は、[備考]のみ

入力することができる。

(4)[登録]ボタンをクリックする。

(5) [終了]ボタンをクリックして操作を

終了する。

(J)定期報告画面を表示する。

※定期報告画面の表示方法はr5報告の

検索」を参照。

(2) [更新]ボタンをクリックする。

(3) (その三)の(1)以外の場合は、画面内

の各項目の訂正等を行う。(その三)の

(J)の場合、箸においては別紙 1の要領

で新規登録、更新等を行った後、再集

計([集計]ボタンのクリッタ)を行い、

局においては r2.4. lJ及び r2.4. 2J 

の要領で一覧の追加、削除を行う。

(4) [登録]ボタンをクリックする。

※ 報告済みの情報は、上位機関の報告取

消がないと更新できない。

※ 全国計確定後は更新できない。



4 報告の実施
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(1)定期報告画面を表示する。

※定期報告画面の表示方法は r5報告

の検索」を参照。

(2)報告内容に不備がないことを確認する。

(3) [報告]ボタンをクリックする。

(4)署の場合は自局、局の場合は本省へ事

務連絡が送信される。

※ 報告の検索の際、[定期報告ー検索/

覧]画面の一覧に報告年月日が表示さ

れるようになる。

(1) [定期報告ー検索/一覧]画面を表示

する。

(2)検索したい[報告年度(年)1 [局署]を
選択する。

(3) [報告例規]コ ンボボックスから「安

全線関係」、 [報告帳票]コンボボック

スから該当する帳票名を選択する。

(4) [検索]ボタンをクリ ンクする。

(5)画面下部の 覧に検索結果が表示され

る。

(6) 覧上の検索結果を選択し、[選択]ボ

タンをクリックする。

(7)該当する定期報告画面が表示される。

(1) [定期報告一検索/ 覧]画面で報告

済みの定期報告を検索する。

※定期報告の検索方法はr5報告の検索」

を参照。

(2) 一覧上の検索結果を選択し、[報告取消]

ボタンをクリックする。

(3) 一覧の[報告年月 日]の表示が消圭さ

れる。併せて、局で取消を実施した場

合は当該署へ、本省で取消を実施した

場合は当該局へ事務連絡が送信される。

※ [全図書十確定]に rOJが表示されて

いる報告については、報告の取消を行

うことはできない。



7 全国計の確定 (本省のみ)

縄 管 制綱
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(2) 

(1) [定期報告検索/一覧]画面で報告

済みの定期報告を検索する。

※定期報告の検索方法はf5報告の検索J

を参照。

(2) 覧上の全図書十を選択する。

(3) メニューパーの[データ]ー[全国計確

定]を選択する。

(4)一覧上の[全国計確定]に fOJが表

示される。

※安衛 407における全ての帳認の全国

計が一括で確定され、併せて各局署

の局計、署言十も確定する。



E 留意事項

1 基本的な作業の流れ

-署局本省聞における基本的な作業の流れを下図に示す。

帳票名 f蕊磁稼摺瓢薯覇癒練穣聴可→1恐縮韓語紙順潮騒泌総司→悩磁鎚醤鑑盆iL包民主4
計商の届出審査結果署計の 局への 局計の 本省へ 全国計の

ー-;・
報告(そのー) 集計・作成 報告 集計・作成 の報告 集計・作成
計画の届出審査結果署計の 局への 局計の 本省へ 全国計の

一→報告(その二)の(1)集計・作成 報告 集計・作成 の報告 集計・作成
計画の届出審査結果 署計の →局への→ 局計の →本省へ→全国計の→全国計の
報告(その二)の(2) 集計・作成 報告 集計・作成 の報告 集計・作成 確定
計画の届出審査結果 署計の 、局への 1 局計の 、本省へ，
報告(その三)の(1) 集計・作成 F 報告 '集計・作成 ' の報告
計画の届出審査結果 署計の 、局への 、 局計の 、本省へ 1 全国計の 、
報告(その三)の(2) 集計・作成 ' 報告 '集計・作成→ の報告 F 集計・作成 ' 

2 報告の集計・作成

・暑においてじ集計]ボタンを押下すると、計画の届出審査結果情報管理機能から集計した結果が画

面内の該当箇所に表示される。

※署計の作成に当たり、事前に労働基準行政システムの計画の届出審査結尉育報管理機能を

使用して申嗣育報等を登録しておくと、報告時に諜計]ボタンを押下することで、登録情報を

基に署計の報骨帳票が自動的に作成される。

(問機能については、後述の「安衛407 計画の届出審査結果報告 システム報告要領

(作成支援機能)Jを参照。)

・局での局計、本省、で¢全国計の集計・作成において、配下署または各局の[備考]の文字は引き継

がれないので、必要に応じて新たに入力すること。

・局での局計の集計・作成の前に、[定期報告 検索/一覧]画面から報告の検索を行い、

配下署からの報告の有無及び報告年月日を確認することができる。 ※後述の [5報告の

検索J- [②局の場合Jを参照。

・局において、[実績集計]ボタンを押下した後、手入力により数値を修正した場合、再度[実績集計]

ボタンを押下すると、修正前の数値に戻ってしまうので注意すること。

・本省での全国計の集計・作成は、 47局全ての報告が揃わないと行うことができないの

で、[定期報告ー検索/一覧J.画面から報告の検索を行い、報告既済/未済の局及び報告

年月日を把握することロ ※後述の [5報告の検索J- [③本省の場合」を参照。

(l)計画の届出審査結果報告(そのー)

・画面上の項目の入力最大文宇敬を下表に示す。

| 項目名 |全角/半角 | 文字数

|備考 | 全角 | 32 

(2)計画の届出審査結果報告(その三)の(1)

・ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリッ夕、エレベーター、建設用リフト、

ゴンドラに関する値については特定機械等管理システムにおける集計結果が表示 (1月末日の集

計実施後に表示)されるため、手入力することはできなしも



-画面上の項目の入力最大文字数を下表に示す。

| 、 項目l名 |全角/半角 | 文字数

l備考 | 全角 | 14 

(3)計画の届出審査結果報告(その二)の (2)

・画面上の項目の入力最大文字敬を下表に示す。

1 J 項目名全角/半角 | 文字数

|備考 | 全角 | 60 

(4)計画の届出審査結果報告(その三)の(1)

-暑においては必ず計画の届出審翫青果情報管理機能により登録等を行うこと。また、局において、

配下暑の登録等を行う場合は、 rr操作手J闘の r2.4.1J及び吃 4.2Jにより登録等を行うこと。

・[安衛 407 計画の届出審査結果報告(その三)の(1) 追加]ダイアログにおいて、[管轄

局署]医付番号]段付年月日]日諸事業場庖租治][工事名]と[仕事の範囲のいずれか1つ

は必ず入力する。

・[安衛 407 計画の届出審査結果報告(その三)の(1) 追加]ダイアログの各項目の入力

最大文字数を下表に示す。

u項R名 全角/半角 文字数

元請事業場底社名 全角 54 

工事名 全角 36 

該当条文/指導事項入力欄 全角 40 

備考 全角 60 

. [:安衛 407 計画の届出審査結果報告(その三)の(1)]画面の[局署登録区分]には、暑での

登鮒情報は「箸」、局での追加登録情報は「局Jと表示される。

・[局署登録区分]が「署」の情報は計画の届出審査結果指報管理機能により署でのみ削除すること

ができる。

・[局署登録区分]が「局Jの情報は局でのみ削除することができる。

(5)計画の届出審査結果報告(その三)の (2)

・画面上の項目の入力最大文手数を下表に示す。

| 項目名 |全角/半角

|備考 i 全角

3 報告の更新

文字数

187 

・計画の届出審査結期育報管理機能を使用している暑において、当該報告の情報を登録した後、報告

前に登録情報を更新した場合は、当該報告においても更新([集計]ボタンの押下)を行い、登録

情報と当該報告の内容を一致させること。

・局において、[実績集計]ボタンを押下した後、手入カにより数値を修正した場合、再度[実績集計]

ボタンを押下すると、修正前の数値に戻ってしまうので注意すること。

・局において登録した(その三)の(j)の一覧情報の修正はできないため、修正の必要がある場合は

当該情報を一覧から削除後、再度新規皇加すること。



4 報告の実施

・安衛407の全ての報制定票が登録されていなし、場合は、報告を実施することはできない。

・[報告]ボタンを押下すると、通達・事務連絡情報管理システムにより、報告を行った旨の事務連

絡が、署からは局の安全衛生主務課、局からは本省の安全衛生部に自動遡言される。

5 報告の検索

・本省での全国計確定後の局計、署計の検索結果は、【全国計確定]に rOJが表示される 0

・(その三)の(1)については全国計がないが、その他の帳票の全国計確定に合わせ、局計、

署計が確定する。

・[定期報告ー検索/一覧]画面における[局署]コンボボックスの選択方法によって、参照できる

帳票の内容が異なるロ

①署の場合

自署を選択→自署計が参照可※他暑計は参照不可

自局のみを選択→参照不可

局署とも空欄→参照不可

②局の場合

自局の配下署を選択→当該署計が参照可 ※他局配下署の署計は参照不可

自局のみを選択→自局計、配下署の署計が参照可 ※他局計、他局配下暑の署計は参照不可

局署とも空欄→参照不可

@~宇省の場合

参照する局暑を選択→(その三)の(I)については当該署計が参照可能

→(その三)の(J)以外については参照不可

参照する局のみを選択→当該局計が参照可

局暑とも空欄→全国計、 47局の局計が参照可

6 報告の取消

・報告済みの局計については、配下署からの言n:E依頼等があった場合、本省で報告取消がなされない

限り、局から配下署に対する報告取消ができず、局計の訂正ができないため、局の担当者から本省

の担当課室に電話等で報告取消の依頼を行うこと。

・本省における全国計の集計・作成後、局から報告取消の依頼を受けて報告取消を行った場合、登録

済みの全国計は削除されるので、当該局からの再報告後、本省において再度全国計を集計すること0

・[報告取消]ボタンを押下すると、通達・事務連絡情報管理システムにより、報告取消を行った旨

の事務連絡が、本省からは局の安全衛生主務課、局からは当該署に自動i封書される。

7 全国計の確定(本省のみ)

・メニューパーの[データ]から[全国計確定1を選択して全国計を確定すると、以後の修正はでき

ないので訟意すること。

・(そのー) (その三)など複数帳票で構成される報告については、[全国計確定]を選択す



ると、報告単位(複数帳票は一括)で確定するため、他の帳票の内容を十分確認した上で、

[全国計確定]を選択すること。



別紙 1 計画の届出審査結果情報管理機能を活用した登録等

箸における安衛 407 (その三)の (1)作成のために、[計画の届出審査結果情報ー登録]画

面を表示し、必要な項目を入力する。

※その他、詳細な操作方法については、後述の「安衛407 計画の届出審査結果報告 シス

テム報告要領(作成支援機能)Jを参照。

新規登録
E 圃 _1-::1)(

(1)職員ポータノレから、[業務メニューポー

トレット]ー[基準]ー[安全衛生関
連情報1-[計画の届出審査結果情報

管理]を選択する。

... ‘・・
'‘脚・w

J 玄~忌豆電主盛

0'"重三.I!lll草""
ロ・ 盤~
.]c.....三重:!lIi
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益重ム且""""'"

利剣町 ユ

区"'''''_'''1'".効坤 当 (2) [計画の届出審査結呆情報管理ーメニ
ュー]画面が表示される。

(3) [登録]ボタンをクリックする。
間 俊明町

~ 

(5l 「一一一

(4)[計画の届出審査結果情報ー登録]画
面が表示される。

(5)画面上部の共通項目と[事業場情報]

タプにおいて以下の項目を入力する。
-受付年月日

届出の種類(審査の対象物/対象
機械/建設物)

・事業場名(漢字)
.所在地

元諦事業場庖社名
.工事名

「ー一一一一一一ヨ
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情奮・ I
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(11) (12) (10) 
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E亘亙

(6) [届出情報]タプにおいて以下の項目

を入力する。

・仕事の範囲

(7)[審査結果情報]タプにおいて以下の

項目を入力する。

・実地調査年月日

.措置状況

・局審査

・備考

(8) [登録]ボタンをクリジクする。

(9) [事業場名(漢字)]を検索条件として

[事業場基本情報一一覧]画面が表示

される。

(10)必要に応 じ、各項目に検索条例を入力

し、[検索]ボタンをクリッタする。

※ 「事業場名(カナ)J、「事業場名(漢字)J 
は、項目右部のプノレダウンより「前方一

致Jまたは「部分一致」を選択すること

により、各項目について先頭から一致す

るか、もしくは入力内容の一部分が一致

する事業場が検索される。

(ll)事業場基本情報と関連付けて計画の届

出に関する情報を登録する場合は、関

連付けたい事業場基本情報を選択し、

[選択]ボタンをクリックする。

(12)事業場基本情報と関連付けを行わずに

登録する場合は[非選択登録]ボタン

をクリックする。
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(14) [計画の届出審査結果情報ー登録]画

面が表示される。
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2 参照
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(l) [計画の届出審査結果情報ー検索]画

面を表示する。

(2)必要に応じ、各項目に検索条件を入力

する。

(3) [検索]ボタンをクリックする。

(4)[計画の届出審査結果情報一一覧]画

面に検索結果が表示される。

(5)一覧から参照したい情報を選択し、〔選

択]ボタンをクリ ックする。

※署の場合は自署の情報のみ参照可能。

※局の場合は自局配下の署ーで、かつ局審査

が「有Jの情報のみ参照可能。

(1) [計画の届出審査結果情報ー霊長録]画

面を表示する。

(2) [更新]ボタンをクリックする。

(3)画面上の項目を修正する。

(4)[登録]ボタ Jをクリシクするロ

(1)[計画の届出審査結果情報ー登録]画

面を表示する。

(2)メエューパーの[データ]ー[削除]

を選択する。

(3)削除確認のメッセージで[はし、]ボタ

ンをクリックする。

(4)当該情報が削除される。



5 事業場基本情報との関連付け
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(1) [計画の届出審査結果情報一一覧]画

面を表示する。

(2) [関連付け]ボタンをクリックする。

(3) [事業場基本情報一一覧]画面が表示

される。

(4)必要に応じ、各項目に検索条件を入力

し、[検索]ボタンをクリックする。

※ 「事業場名 (jJナ)J、「事業場名(漢字)J 

は、項目右部のプルダウンより「前方一

致」または「部分一致」を選択するこ と

により、各項目について先頭から一致す

るか、もしくは入力内容の一部分が一致

する事業場が検索される。

(5)関連付けたい事業場基本情報を選択し、

[選択]ボタンをクリックする。

(6) [計画の届出審査結果情報一一覧]が

表示される。



6 事業場基本情報との関連付けの解除

~旦型!ゴ ヱ竺!Ò.I

(1)[計画の届出審査結果情報 一覧]画

面を表示する。

(2)メニューバーの [データJ-[関連付

け解除]を選択する。

(3) 関連付け解除の確認メッセージが表示

される。

(4)[はい]ボタンをクリックする。

(5)事業基本情報との関連付けが解除され

る。



日亙ヨ

システム報告要領手数料収入印紙ちょう用実績報告安衛 408

→ → 亘書島民王建了
(そのー)の(7)
(そのこ)
(その三)

→ 

2.1 
2.2 
2.3 

操作手順

操
作
の
流
れ

(1)職員ポータノレから、[業務メニューポー

トレット]ー[基準]ー[事業場リス

ト・統計 ・報告]ー[報告例規(定期

報告))を選択する。

唱団2<

，園 Zユ... ---;E主主主コ

• E惨

. 1IIl!~"" .. 
操作の開始

...・句...問、.
酎例制明

日酬・

'防省・a

相

• ...切れ附凪

.u 

(1) [定期報告ー検索/一覧]画面が表示

される。

※[局署]には自局署(本省の場合は空

白)が表示される。

(2) [定期報告検索/一覧]画面で[新

規作成]ボタンをクリックする。

回|

報告の集計・作成

.... . 
. 寄年宣【嗣 惇官 ヨ rw啄.(相

局 ・ 「ーヨ「一一一~
. ~例息 「一一一一一一一~

H ・・ 「一一一一一一

liIClD値目--一
市 町 山叩

2 

ヨ

-・.亘語3調

(3) [定期報告一作成]画面が表示される。

※[局箸]には自局箸(本省の場合は空

白)が表示される。

(4)[報告例規]コンボボックスから「安

全線関係」、[報告帳票]コンポボック

スから該当する帳票名を選択する。

[選択]ボタンをクリックする。

[報告帳票]コンポボックスの選択内

容により、 r2.lJ - r2.3Jへ処理が継

続される。

(その )の(7)については、「局計j

の集計 ・作成前に「局分j の登録が必

要であることから、最初に該当帳票を

選択した場合、「局分」の作成画面が表

示される。(画面右上の表示を確認。)

-'!!...J 

冨耳|ま
(5) 

※ 

※ 
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2. 1 r手数料収入印紙ち ょう用実績報告 (そのー)の(7)Jの作成

鴨百 扇町叩 国 |
.r甲高;r・..，

曹E高官

窓口司..分 .予ゆ割分

【ヘ}量得1問調手像"、 E量録免許民
背盲

障量嘩埼宇二二二ゴ

面 1*"針目 田 i一塁」ー竺」ー笠 J[τ門
(2) (5) (6) 

(1)定期報告画面が表示される。

※本画面の表示については、 r2報告の

集計 ・作成」を参照.

(2)局分作成の場合は[集計]ボタンを、

局書十、全国計の場合は[実績集計]ボ

タンをクリックする。

(3)集計結果が表示される。

(4)必要に応じて画面内の各項目の入力、

訂正を行う。

(5) [登録]ボタンをクリックする。

(6) [終了]ボタンをクリックして操作を

終了する。

2.2 r手数料収入印紙ち ょう用実績報告 (そのこ)Jの作成

曹曹円F腎.，~ 当
.r亨......‘'

現‘扇副F

.."".分 電子噂積分

tィ"'"司，.刷{作家・拠調魔滋濁3'震調働

•• ，官冨曹冨冒 雇主主 巨雪空ヨ
(0)聞手酬窃.. 
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EE工芸ÐCEJ三~-'!!..J~OD
ロ(5)何 }

(1)定期報告画面が表示される。

※本画面の表示については、 r2報告の

集計 ・作成Jを参照。

(2)局計作成の場合は[集計]ボタンを、

全国計の場合は [実績集計]ボタンを

クリックする。

(3)集計結果が表示される。

(4)必要に応じて画面内の各項目 の入力、

訂正を行う。

(5) [登録]ボタンをクリ ックする。

(6) [終了]ボタンをクリックして繰作を

終了する。

2.3 r手数料収入印紙ち ょう用実績報告 (その三)Jの作成

憎悪用伊帯雨
「ー一一一一一一一一
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(1)定期報告画面が表示される。

※本画面の表示については、 r2報告の

集計 ・作成」を参照。

(2)局計作成の場合

①画面内の各項目に入力を行う。

(3)全国計作成の場合

①[実績集計]ボタンをクリシクする。

②集計結果が表示される固

(4)[登録]ボタンをクリシクする。

(5) [終了]ボタンをクリ ックして操作を

終了する。



3 報告の更新
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4 報告の実施

明貯曹鴨川叩 雪
(~".伽

努事濁冨

耳障""'~* 電子申書分

」~三坐U 一旦~ 2!.Jロロー型~~
臼)

5 報告の検索

明許震宅百可否 国 i

2)h暗年.剛 停古ヨ竹吉 年度開

局 ・ ~I一一一~
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(1)定期報告画面を表示する。

※定期報告画面の表示方法はr5報告の

検索」を参照。

(2) [更新]ボタンをクリックする。

(3)画面内の各項目の訂正等を行い、[登録]

ボタンをクリックする。

※ 報告済みの情報は、上位機関の報告取

消がないと更新できない。

※ 全国計確定後は更新できない。

(1)定期報告画面を表示する。

※定期報告画面の表示方法は r5報告

の検索」を参照。

(2)報告内容に不備がないことを確認する。

(3) [報告]ボタンをクリックする。

(4)署の場合は自局、周の場合は本省へ事

務連絡が送信される。

※ 報告の検索の際、[定期報告ー検索/ー

覧]画面の 覧に報告年月日が表示さ

れるようになる。

(1) [定期報告ー検索/一覧]画面を表示

する。

(2)検索したい[報告年度(年)1 [局署]を
選択する。

(3) [報告例規]コンボボックスから「安

全線関係」、[報告帳票]コンボボック

スから該当する帳票名を選択する。

(4)[検索]ボタンをクリックする。

(5)画面下部の一覧に検索結果が表示され

る。

(6)一覧上の検索結果を選択し、[選択]ボ

タンをクリックする。

(7)該当する定期報告画面が表示される。

※ [報告帳票]コ Jボボックスで選択し

た報告の画面が表示される。



6 報告の取消
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7 全国計の確定 (本省のみ)
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(1) [定期報告検索/覧]画面で報告

済みの定期報告を検索する。

※定期報告の検索方法はr5報告の検索J

を参照。

(2)一覧上の検索結果を選択し、[報告取消]

ボタンをクリックする。

(3)一覧の[報告年月日1の表示が消去さ

れる。併せて、本省で取消を実施した

場合は当該局へ事務連絡が送信される。

※ [全国計確定]に rOJが表示されて

いる報告については、報告の取消を行

うことはできない。

())[定期報告ー検索/ 覧]画面で報告

済みの定期報告を検索する。

※定期報告の検索方法はr5報告の検索J

を参照。

(2)一覧上の全国計を選択する。

(3)メニューバーの[データ]ー [全国計確

定]を選択する。

(4) 覧上の[全国計確定]に rOJが表

示される。

※安衛 408における全ての帳票の全国

計が一括で確定され、併せて各局の

局計も確定する。



E 留意事項

1 基本的な作業の流れ

-署局本省聞における基本的な作業の流れを下図に示す。

帳票名 陸軍~i滞期臨盤軍側蜘糊→ li欄酬総長州灘聴席鰍醐醐臨酬\Çi →陀蜘級車措京消古車場臨:tfJB棋聖獄|
手数料収入印紙ちょう用実 局分の 局計の 本省へ 全国計の

→ 績報告(そのー)の(η 作成 集計・作成 の報告 集計・作成
手数料収入印紙ちょう用実 、 局計の 本省へ 全国計の 、 全国計

→ →→  
績報告(その二) 集計・作成 の報告 集計・作成→の確定
手数料収入印紙ちょう用実 局計の」本省へ」全国計の 、
績報告(その三) 作成 の報告 集計・作成

2 報告の集計・作成

・創帳票の[単固には法定手数料が表示される。手数料改正等により集計対象期間内において手数

料が 2種類存在する場合は、[窓口申請分][電子申請分]のタブ名が単価ごとに[窓口申請分1]

[電子申請分1J、[窓口申請分2J[電子申請分2Jに表示される。

・鴎言日ボタンが活性表示されている局分、局計作成時の登録画面において、医長言十]ボタンを押下

すると、電子申請情報または検査業者登録結剰融世管理簿から集計した結果が画面内の該当項目に

表示される。

・局での局計の集計・作成の前に、[定期報告ー検索/一覧]画面から報告の検索を行い、

局分の作成の有無を確認することができる。 ※後述の r5報告の検索」ー「②局の場合」

を参照。

・局において、[実績集計]ボタンを押下した後、手入力により数値を修正した場合、再度[実績集計]

ボタンを押下すると、修正前の数値に戻ってしまうので注意すること。

・本省での全国計の集計・作成は、 47局全ての報告が揃わないと行うことができないの

で、[定期報告ー検索/一覧]画面から報告の検索を行い、報告既済/未済の局及び報告

年月日を把握すること。 ※後述の r5報告の検索」ー「③本省の場合」を参照。

(1)手数料収入印紙ちょう用実績報告(そのー)の(7)

・労働基準行政システムの検査業者登録状況情報管理機能において、承継届による新規申請

登録を行う場合、[検査業者新規登録ー登録]画面の[承継届]チェッタボックスにチェ

ックを入れないと、ここでの登録件数にカウン卜されてしまうので、注意すること。

3 報告の更新

・2集計]ボタンの押下が可能な帳票において、再度[集計]ボタンを押下すると、最新の電子

申請情報または検査業者登錆結果情報管理簿から集計した結果が画面内の該当項目に表示される0

・局において、[実績集計]ボタンを押下した後、手入力により数値を{lruEした場合、再度[実績集計]

ボタンを押下すると、修正前の数値に戻ってしまうので注意すること。

・局計登録後、局分を更新すると局計が自動的に削除されるので注害すること。
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4 報告の実施

・局における報告時、安律j408の全ての報官接粟が登録されていない場合は、報告を実施することは

できなし冶

・〔報告]ボタンを押下すると、通達・事務連絡情報管理システムにより、報告を行った旨の事務室

絡が、局からは本省の安全衛生部に自動送信される。

5 報告の検索

・本省での全国計確定後の局計の検索結果は、[全国計確定]に rOJが表示される。

・[定期報告ー検索/一覧]画面における[局署]コンボ、ボックスの選択方法によって、参照できる

帳票の内容が異なる。

(1) (そのー)の (7)

①局の場合

自局のみを選択→自局計が参照可 ※他局計は参照不可

局署とも空欄→参照不可

②本省の場合

参照する局のみを選択→当該局計が参照可

局署とも空欄→全国言十、 47局の局計が参照可

(2) (その二)、(その三)

①局の場合

自局のみを選択→自局計が参照可 ※他局計は参照不可

局署とも空欄→参照不可

@Jド省の場合

参照する局のみをi弱央→当該局計が参照可

局署とも空梼→全国計、 47局の局計が参照可

6 報告の取消

・報告済みの局計については、本省で報告取消がなされない限り、局計の訂主ができないため、局の

担当者から本省の担当課室に電話等て報告取消の依頼を行うこと。

・本省における全国計の集計・作成後、局から報告取消の依頼を受けて報告取消を行った場合、登録

済みの全国計は削除されるので、当該局からの再報告後、本省において再度全国計を集計すること。

・[報告取消]ボタンを押下すると、通達・事務連絡情報管理システムにより、報告取消を行った旨

の事務連絡が、本省からは局の安全衛生主務課に自動送信される。

7 全国計の確定(本省のみ)

・メニューパーの[データ]から[全国計石街宣]をi謝択して全国計を確定すると、以後の修王はでき

ないので注意すること。

・(そのー) (その二)など複数帳票で構成される報告については、[全国計確定]を選択す

ると、報告単位(複数帳票は一括)で確定するため、他の帳票の内容を十分確認した上

で、[全国計確定]を選択すること。
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管轄局

報告日時

発生日時

発生場所

事

事業場(所属)名

所 在 封出

業 種

労働者数

労働保険番号

匿璽
被

No 氏名

2 

3 

4 

5 

日

7 

8 

9 

10 

災 コード

害

発

生

状

況

備

考

対応状況

z号

H 

z号

H 

安衛補 501 重大災害報告(速報)

目 管轄監督署

年 月 日 時

年 月 日 時

業

分

分

場

本件担当者。

電話番号・

死

全被災者

うち労働者

情

傷

事業場① 事業場②

コード| コード|

男| |女| |許| 人 男 | . I女|

災 者 情

性別 年齢 職種
被災程度

死亡 休提見込 不休 不明

災害の種類 起因物
コド|

その他
(報道等)

者

報

|計| 人

報

所属事業場

人

人



安衛補 501 重大災害報告(速報) (続紙)

事 業 場 情 報

事業場③ 事業場④

事業場(所属)名

所 在 地

業 種 コード コード

労働者数 男 女 T I計| 人 男 女| |計| 人

労働保険番号

事 業 場 情 報

事業場⑤ 事業場⑥

事業場(所属)名

所 在 生也

業 種 コード コード

労働者数 男 女| |計| 人 男 女| |計| 人

労働保険番号

被 災 者 A情 報

No. 氏名 性別 年齢 職種
被災程度

所属事業場
死亡 休業見込 不休 不明

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

災

害

発

生

状

況



E亙己

安衛505 手数料収入印紙ちょう用実績報告の(3 ) 

(平成年度分)

(ハ)個別検定手数料 労働局

内容積 血3 単価 件数

0.1未満 円

0.1以上 0.5未満
第

0.5以上 1未満

1以上 2未満
種

2以上 5未満
圧

力
5以上 10未満

~ゴ，ー
10以上 300未満

器
300以上 500未満

500以上 1000未満

1000以上

メ日ミ 計 1 ________  

区 分 単価 件数

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るローノレ機の急停止装置(電気的制動方式のもの) 円

小型ボイラー

小型圧力容器



衛 406 健康管理手帳交付状況報告
(平成 年分)

NL 
平成 年中の状況

平 成 年 末前年末現在の 書 替 現在交付数受診者数
交付数申請件数新規交付数他局へ移管 還数再交付数

+(¢〔Eト+@⑦-)@ し た 数 他局から移管⑤以外の

σ (2)1 (3)1 (.iてを受けた数⑤書替数⑥ 斤 居 白 uil 

ベンジジン等 業務
[ 

ベーターナフチノレ
アミン等業務

石 綿 等 業 務

管理 2

粉じん作業

管理 3

クロム酸等業務

批 素 業 務〔

コーノレターノレ業務

ピス(クロロ メチ
ノレ) エ テノレ業務

ベロロウム業務
] 〕

ベンゾトリクロリド
病 務[ 〕 [ 

塩化ビーノレ業 務

ジアーシジン業務

l口h 言十 [ 
[ 

記載注意1.各欄の内には 昭和 55年 11月呂田付基発第614号による「特定業務に係る健康管理のための手帳Jに係る数を外数として記入すること。

2. 前年末現在の交付数J欄は、前年報告分の「平成20年末現在交付数」の欄の数と一致すること。

3 受診者数j欄は、年に2回健診を行う業務については延べ数を記入すること。

I ~IJ Il\ 6 

労働局

要療養者数

uill 



賃 501 地方最低賃金審議会委員任命報告

ふりがな 男・女 新・再
継続 通算

区分 生年月日 年齢 在任期間 在任期間 現 職氏 名 の別 任の別 (年) (月) (年) (月)

生k

益

代

表

労

働

者

代

表

使

用

者

イモ

表

佳命年月日

記載要領

1. r氏名』摘には、氏名のほか、会長にはO、会長代理にはOを付すこと。

2. r年齢J欄は、 「任命年月日Jを基準にすること。

3. 継続在任期間』欄及び「通算在任期間」欄は、 1カ月未満を切り捨てること。

4. r備考」欄には、任期満了に伴う任命以外の任命の理由 (00委員の00による辞任に伴う補欠委員の任命等)、また、

国家公務員法、地方公務員法等に基づき、併任文は兼職の家認を必要とした委員については、その佳命権者及び承認年月

目を記入すること。

5.補欠委員の任命、委員の現職についての重要な変更等の報告については、当該者のみの記入で差し支えない。

巨亙ヨ
労働局

備 考


